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富山県告示第73号 

   指定障害福祉サービス事業の廃止について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第46条第２項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービスの事業を廃 

止する旨の届出があったので、同法第51条第２号の規定により公示する。 

  令和８年２月25日              

                   富山県知事  新  田  八  朗  
 

指定障害福 
祉サービス 
の種類 

廃止年月日 事業所番号 
申請者 事業所 

名称 主たる事務
所の所在地 名称 所在地 

  

毎週月.水.金曜日発行 
令和８年２月25日 

水 曜 日 
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短期入所 令和８年 
３月31日 

1610400069 社会福祉法 
人新川老人 
福祉会 

魚津市大光 
寺 450番地 

新川ヴィー 
ラショート 
ステイ 

魚津市大光 
寺 450番地 

 

 

富山県告示第74号 

   登録研修機関の登録について 

 社会福祉士及び介護福祉士法附則第13条の規定により、登録研修機関として次の 

とおり登録したので、同法附則第24条第１号の規定により公示する。 

  令和８年２月25日 

                   富山県知事  新  田  八  朗  
 

登録番号 登録年月日 
申請者 事業所 

実施課程 
名称 主たる事業

所の所在地 名称 所在地 

1620007 令和８年 
２月13日 

株式会社ミレ 
ニアム 

東京都新宿区 
西新宿七丁目 
５番25号 

ミッレケア・ 
アカデミー  
富山 

富山県富山市 
内幸町７―９ 
内幸町ラ・フ 
ォンテ５０５ 
号室 

社会福祉
士及び介
護福祉法
施行規則
別表第三
号研修
（特定の
者対象） 

 

 

富山県告示第75号 

   保安林の指定施業要件の変更に係る森林法第 189条の規定による告示    

   及び掲示について 

 保安林の指定施業要件を変更した次の森林について、森林法（昭和26年法律第 

 249号）第33条の３において準用する同法第33条第３項の規定による通知の相手方 

が所在不分明のため、同法第 189条の規定により当該通知を富山市役所に掲示する 

とともに、その要旨及び掲示した旨を告示する。 

  令和８年２月25日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 １ 保安林の所在場所及び所在が不分明である通知の相手方 
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保安林の所在場所 
所在が不分明であ 

る通知の相手方 

富山市八尾町東松瀬字口無谷７の１、字滝谷20の１、24、 

字卯通野８、９、11、15、16、28、字正木谷９から11ま 

で、29、32から34まで、字蛇蝮６、９、10、17、47から51 

まで、58の１、63の１、字夫婦山７の１、７の２ 

谷村義信 

富山市八尾町東松瀬字口無谷12、字滝谷８、字卯通野25、 

字正木谷12、30、字蛇蝮１、53、66、字夫婦山14の１、14 

の２ 

松下義弘 

富山市八尾町東松瀬字蛇蝮５、字滝谷11 山口兵太郎 

富山市八尾町東松瀬字蛇蝮14 熊本広市 

富山市八尾町東松瀬字蛇蝮43の２、44、45 北山みさ子 

富山市八尾町東松瀬字夫婦山13の１、13の２ 田中博和 

２ 通知の内容 

  １の森林について、農林水産大臣から令和８年１月28日農林水産省告示第79号 

 により保安林の指定施業要件を変更した旨の通知があったので、令和７年９月17 

 日富山県告示第 357号で告示したとおり保安林の指定施業要件を変更する。 

３ 森林法第 189条による掲示 

  令和８年２月12日から富山市役所に掲示した。 

 

 

富山県告示第76号 

   富山県資源管理方針の変更の公表について 

 漁業法（昭和24年法律第 267号）第14条第１項の規定に基づく富山県資源管理方 

針の一部を令和８年１月30日付けで以下の通り変更したので、同条第10項で準用す 

る同条第６項の規定により公表する。 

  令和８年２月25日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 （別紙１－３ するめいか）の第２、第３を次のように改め、 

第２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等 

   富山県するめいか漁業 
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 ⑴ 当該知事管理区分を構成する事項 

   ① 水域 

     ②の対象とする漁業及びその他採捕が、するめいかの採捕を行う水域 

   ② 対象とする漁業及びその他採捕 

     富山県に住所又は主たる事務所その他の事務所の所在地がある者がする 

    めいかを採捕する漁業（大臣許可漁業又は大臣届出漁業を除く。）及び富 

    山県知事の許可を受けて行うするめいかの試験研究調査のための採捕 

   ③ 漁獲可能期間 

     周年 

 ⑵ 漁獲量の管理の手法等 

   当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の管理とし、漁獲量 

  等の報告に係る期限は、次のとおりとする。 

   ① 当該管理年度中（②に規定する場合を除く。） 

     陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで 

   ② 知事から法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日 

    まで（漁獲可能量等の追加配分等により知事管理区分の漁獲量の総量が当 

    該知事管理漁獲可能量を超えるおそれがなくなったと認めるときは、この 

    限りではない。） 

    陸揚げした日から３日以内（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律 

    第91号）第１条第１項に規定する行政機関の休日は算入しない。） 

第３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準 

 １ 管理区分への配分の基準 

   全量を当該知事管理区分に配分する。 

 ２ 管理年度途中における配分の基準 

   管理年度途中において、国の留保からの漁獲可能量の再配分又は大臣管理区 

  分若しくは他県の知事管理区分との間の漁獲可能量の融通等が実施されること 

  に伴って本県の漁獲可能量に変更が生じる場合、当該増減分の全量をただちに 

  当該知事管理区分から加除する。 

第５を次のように改める。 
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 １ 知事管理区分の漁獲量の公表について 

   法第31条に定める場合に該当するか否かについては、当該知事管理区分の漁 

  獲量が当該知事管理漁獲可能量の85パーセントを超えるときを基準として、漁 

  獲量の推移に応じて判断する。 

 （別紙１－４ くろまぐろ（小型魚））の第２の１の（２）の②中、「陸揚げし 

た日から３日以内」を「陸揚げした日から３日以内（行政機関の休日に関する法律 

（昭和63年法律第91号）第１条第１項に規定する行政機関の休日（以下この別紙に 

おいて「行政機関の休日」という。）は算入しない。）」に改め、第２の２の（２） 

の②中、「陸揚げした日から３日以内」を「陸揚げした日から３日以内（行政機関 

の休日は算入しない。）」に改め、第２の３の（２）の②中、「陸揚げした日から 

３日以内」を「陸揚げした日から３日以内（行政機関の休日は算入しない。）」に 

改め、第２の４の（２）の②中、「陸揚げした日から３日以内」を「陸揚げした日 

から３日以内（行政機関の休日は算入しない。）」に改め、第２の５の（２）の② 

中、「陸揚げした日から３日以内」を「陸揚げした日から３日以内（行政機関の休 

日は算入しない。）」に改め、第２の６の（２）の②中、「陸揚げした日から３日 

以内」を「陸揚げした日から３日以内（行政機関の休日は算入しない。）」に改め 

る。 

 （別紙１－７ ずわいがに日本海系群Ａ海域）の第２の（２）の②中、「陸揚げ 

した日から３日以内」を「陸揚げした日から３日以内（行政機関の休日に関する法 

律（昭和63年法律第91号）第１条第１項に規定する行政機関の休日は算入しな 

い。）」に改め、第５を次のように改める。 

 １ 知事管理区分の漁獲量の公表について 

   法第31条に定める場合に該当するか否かについては、当該知事管理区分の漁 

  獲量が当該知事管理漁獲可能量の85パーセントを超えるときを基準として、漁 

  獲量の推移に応じて判断する。 

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 

                             （水産漁港課）  
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富山県告示第77号 

   洪水浸水想定区域等の指定について 

 水防法（昭和24年法律第 193号）第14条第２項及び第３項の規定により、洪水浸 

水想定区域並びに浸水した場合に想定される水深を表１のとおり指定したので、同

条第４項の規定により公表する。 

 関係図面は、富山県土木部河川課及び次の縦覧場所に備え置いて縦覧に供する。 

 なお、令和７年６月27日付け富山県告示第 291号のうち、表２のとおり廃止する。 

  令和８年２月25日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 表１ 洪水浸水想定区域等の指定に係る河川の名称及び縦覧場所 
 

洪水浸水想定区域等の指定に係る河川の名称 縦覧場所 

片貝川水系片貝川 

富山県新川土木センター 

片貝川水系東又谷水流 

片貝川水系布施川 

片貝川水系田籾川 

片貝川水系南又谷水流 

角川水系角川 

黒部川水系黒部川 

富山県新川土木センター 
入善土木事務所 

黒部川水系音谷川 

黒部川水系宇奈月谷川 

黒部川水系尾ノ沼谷川 

黒部川水系黒薙川 

黒部川水系小黒部谷川 

黒部川水系祖母谷川 

黒部川水系東沢谷川 

境川水系水上谷 

笹川水系七重谷川 
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木流川水系横尾川 

富山県新川土木センター 
入善土木事務所 

小川水系小川 

小川水系舟川 

小川水系導善寺川 

入川水系入川 

平曽川水系平曽川 

高橋川水系高橋川 

高橋川水系仁助川 

黒瀬川水系神谷川 

黒瀬川水系大谷川 

常願寺川水系常願寺川 

富山県富山土木センター 
立山土木事務所 

常願寺川水系スゴ谷川 

常願寺川水系湯川 

常願寺川水系称名川 

常願寺川水系人津谷川 

常願寺川水系牛首谷川 

常願寺川水系和田川 

常願寺川水系小口川 

早月川水系早月川 

早月川水系立山川 

白岩川水系高野川 

白岩川水系寺田川 

小矢部川水系頭川川 

富山県高岡土木センター 
小矢部川水系広谷川 

小矢部川水系谷内川 

小矢部川水系西明寺川 
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小矢部川水系子撫川 

富山県高岡土木センター 

新堀川水系新堀川 

新堀川水系鍛治川 

新堀川水系新鍛治川 

下条川水系前田川 

仏生寺川水系湊川 

富山県高岡土木センター 
氷見土木事務所 

仏生寺川水系鞍骨川 

仏生寺川水系脇之谷内川 

上庄川水系論田川 

上庄川水系三尾川 

上庄川水系桑院川 

下田川水系下田川 

 表２ 洪水浸水想定区域等の廃止に係る河川の名称 
 

洪水浸水想定区域等の廃止に係る河川の名称 

片貝川水系片貝川 

片貝川水系東又谷水流 

片貝川水系布施川 

片貝川水系田籾川 

片貝川水系南又谷水流 

角川水系角川 

境川水系水上谷 

笹川水系七重谷川 

木流川水系横尾川 

小川水系小川 

小川水系舟川 

小川水系導善寺川 
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入川水系入川 

平曽川水系平曽川 

白岩川水系高野川 

白岩川水系寺田川 
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管  理  規  程 
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 富山県営駐車場管理規程の一部を改正する管理規程を次のように定め、公表する。 

  令和８年２月25日 

                   富山県知事  新  田  八  朗  

富山県公営企業管理規程第１号 

   富山県営駐車場管理規程の一部を改正する管理規程 

 富山県営駐車場管理規程（昭和51年富山県公営企業管理規程第９号）の一部を次 

のように改正する。 

 第３条から９条までを削る。 

 第10条第２項を削り、同条を第３条とし、第11条を第４条とする。 

 第12条を第5条とし、次のように改める。 

第５条 地方公営企業法（昭和27年法律第 292号）第８条第２項の規定により管理 

 者の権限を行う知事は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、 

 駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。 

 様式第１号から第６号までを削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

 この管理規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

落札者等の公示 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政 
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令第 372号。以下「特例政令」という。）第12条及び富山県の物品等又は特定役務 

の調達手続の特例を定める規則（平成７年富山県規則第68号）第13条の規定により 

次のとおり公示する。 

  令和８年２月25日 

                    富山県知事 新  田  八  朗   

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 

  学習用ＬＡＮ学校設置サーバ 54式 

２ 契約に関する事務を担当する室課の名称及び所在地 

  富山県出納局総務会計課 富山市新総曲輪１番７号 

３ 落札者を決定した日 

  令和８年１月21日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  三谷産業株式会社 石川県金沢市玉川町１番５号 

５ 落札金額 

  32,934,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 特例政令第６条の公告を行った日 

  令和８年１月７日 

 

 

富山県の物品等調達に係る一般競争入札の実施 

 富山県の物品等調達について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法 

施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の６第１項の規定により公告する。 

  令和８年２月25日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 調達物品等の名称及び予定数量 

   ＳＤカード おおむね 8,000枚 
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 ⑵ 調達物品等の規格、機能、性能等  

   入札説明書による。 

 ⑶ 契約期間  

   令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

 ⑷ 納入場所  

   入札説明書による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格   

 ⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（令 

  和７年富山県告示第 118号）第１の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

  の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年富 

  山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に等級が 

  Ａ又はＢの者として登載されている者であること。 

   なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、物品等の調達契約に 

  係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（令和７年富山県告示第 

   118号）第４の４に掲げる場所において随時申請を受け付けている。 

３ 入札に参加する者に求められる義務 

 ⑴ 本件入札に参加しようとする者は、入札説明書で定める入札参加申込書を⑶ 

  に掲げる期限までに４⑴に掲げる場所に持参又は郵便（提出期限までに必着の 

  こと。）で提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

 ⑵ 入札参加資格の確認は、入札参加申込書の提出期限の日現在の事実をもって 

  行うものとする。ただし、同日において２の各号に定める入札に参加する者に 

  必要な資格のすべてを満たしている者であっても、開札日時までに必要な資格 

  を満たさなくなった場合は、入札に参加することができないものとする。 

 ⑶ 入札参加申込書の提出期限 

   令和８年３月10日 午後５時15分 

４ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書及び入札参加申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の 

  交付場所及び問合せ先（この公告に関する事務を担当する室課の名称） 
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   〒 930-8570 富山市新総曲輪１番７号 

          富山県警察本部警務部会計課調度係 

          電話 076-441-2211 

 ⑵ 入札説明書の交付方法 

   令和８年２月25日から同年３月５日までの間（日曜日及び土曜日を除く。） 

  の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで、前記⑴の場 

  所において希望者に無料で交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   令和８年３月19日 午前10時 （郵便による入札書の提出を行う者は、書留 

  郵便により、令和８年３月17日午後５時15分までに４⑴の機関に必着するよう 

  行わなければならない。） 

５ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 開札の日時 

   令和８年３月19日 午前10時 

 ⑵ 開札の場所 

   〒930-8570 富山県富山市新総曲輪１番７号 

         富山県警察本部２階 202会議室 

 ⑶ 開札は、原則として入札に参加する者の全員の立会いのもとで行う。ただし、 

  開札に立ち会うことができない者は、開札日の前日までに、その旨を４⑴の機 

  関に届け出るものとする。 

６ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

７ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 

  した入札 

  ⑶ その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

８ 入札の方法 
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 ⑴ 入札書に記載する金額は、１枚あたりの単価により行う。 

 ⑵ 落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額 

  を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 

  額）とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 

  者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 

   100に相当する金額を入札書に記載すること。 

９ 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効 

  な入札を行った入札者を落札者とする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

  札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ 

  ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関 

  係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入 

  札をすることがある。 

 ⑷ 再度の入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限るものとし、再 

  度の入札の回数は原則として１回を超えないものとする。 

10 その他 

 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 

 

 

富山県の物品等調達に係る一般競争入札の実施 

 富山県の物品等調達について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法 

施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の６第１項の規定により公告する。 

  令和８年２月25日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 調達物品等の名称及び予定数量 
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   トナーカートリッジ ３Ｍ５３０用  おおむね 570本 

 ⑵ 調達物品等の規格、機能、性能等  

   入札説明書による。 

 ⑶ 契約期間  

   令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

 ⑷ 納入場所  

   入札説明書による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格   

 ⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（令 

  和７年富山県告示第 118号）第１の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

  の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年富 

  山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に等級が 

  Ａの者として登載されている者であること。 

   なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、物品等の調達契約に 

  係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（令和７年富山県告示第 

   118号）第４の４に掲げる場所において随時申請を受け付けている。 

３ 入札に参加する者に求められる義務 

 ⑴ 本件入札に参加しようとする者は、入札説明書で定める入札参加申込書及び 

  入札説明書で定める書類（以下「入札参加申込書等」）を⑶に掲げる期限まで 

  に４⑴に掲げる場所に持参又は郵便（提出期限までに必着のこと。）で提出し、 

  入札参加資格の確認を受けなければならない。 

   なお、提出した入札参加申込書等に関し、契約を担当する職員から説明を求 

  められた場合は、これに応じなければならない。 

 ⑵ 入札参加資格の確認は、入札参加申込書の提出期限の日現在の事実をもって 

  行うものとする。ただし、同日において２の各号に定める入札に参加する者に 

  必要な資格のすべてを満たしている者であっても、開札日時までに必要な資格 

  を満たさなくなった場合は、入札に参加することができないものとする。 

 ⑶ 入札参加申込書等の提出期限 
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   令和８年３月10日 午後５時15分 

４ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書及び入札参加申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の 

  交付場所及び問合せ先（この公告に関する事務を担当する室課の名称） 

   〒 930-8570 富山市新総曲輪１番７号 

          富山県警察本部警務部会計課調度係 

          電話 076-441-2211 

 ⑵ 入札説明書の交付方法 

   令和８年２月25日から同年３月５日までの間（日曜日及び土曜日を除く。） 

  の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで、前記⑴の場 

  所において希望者に無料で交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   令和８年３月19日 午前10時30分 （郵便による入札書の提出を行う者は、 

  書留郵便により、令和８年３月17日午後５時15分までに４⑴の機関に必着する 

  よう行わなければならない。） 

５ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 開札の日時 

   令和８年３月19日 午前10時30分 

 ⑵ 開札の場所 

   〒930-8570 富山県富山市新総曲輪１番７号 

         富山県警察本部２階 202会議室 

 ⑶ 開札は、原則として入札に参加する者の全員の立会いのもとで行う。ただし、 

  開札に立ち会うことができない者は、開札日の前日までに、その旨を４⑴の機 

  関に届け出るものとする。 

６ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

７ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 
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 ⑵ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 

  した入札 

  ⑶ その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

８ 入札の方法 

 ⑴ 入札書に記載する金額は、１本あたりの単価により行う。 

 ⑵ 落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額 

  を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 

  額）とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 

  者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 

   100に相当する金額を入札書に記載すること。 

９ 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効 

  な入札を行った入札者を落札者とする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

  札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ 

  ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関 

  係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入 

  札をすることがある。 

 ⑷ 再度の入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限るものとし、再 

  度の入札の回数は原則として１回を超えないものとする。 

10 その他 

 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 

 

 

富山県の物品等調達に係る一般競争入札の実施 

 富山県の物品等調達について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法 

施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の６第１項の規定により公告する。 
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  令和８年２月25日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 調達物品等の名称及び予定数量 

   ドラムカートリッジ ３Ｍ５３０用  おおむね 180本 

 ⑵ 調達物品等の規格、機能、性能等  

   入札説明書による。 

 ⑶ 契約期間  

   令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

 ⑷ 納入場所  

   入札説明書による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格   

 ⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（令 

  和７年富山県告示第 118号）第１の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

  の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年富 

  山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に等級が 

  Ａ又はＢの者として登載されている者であること。 

   なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、物品等の調達契約に 

  係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（令和７年富山県告示第 

   118号）第４の４に掲げる場所において随時申請を受け付けている。 

３ 入札に参加する者に求められる義務 

 ⑴ 本件入札に参加しようとする者は、入札説明書で定める入札参加申込書及び 

  入札説明書で定める書類（以下「入札参加申込書等」）を⑶に掲げる期限まで 

  に４⑴に掲げる場所に持参又は郵便（提出期限までに必着のこと。）で提出し、 

  入札参加資格の確認を受けなければならない。 

   なお、提出した入札参加申込書等に関し、契約を担当する職員から説明を求 

  められた場合は、これに応じなければならない。 

 ⑵ 入札参加資格の確認は、入札参加申込書の提出期限の日現在の事実をもって 
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  行うものとする。ただし、同日において２の各号に定める入札に参加する者に 

  必要な資格のすべてを満たしている者であっても、開札日時までに必要な資格 

  を満たさなくなった場合は、入札に参加することができないものとする。 

 ⑶ 入札参加申込書等の提出期限 

   令和８年３月10日 午後５時15分 

４ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書及び入札参加申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の 

  交付場所及び問合せ先（この公告に関する事務を担当する室課の名称） 

   〒 930-8570 富山市新総曲輪１番７号 

          富山県警察本部警務部会計課調度係 

          電話 076-441-2211 

 ⑵ 入札説明書の交付方法 

   令和８年２月25日から同年３月５日までの間（日曜日及び土曜日を除く。） 

  の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで、前記⑴の場 

  所において希望者に無料で交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   令和８年３月19日 午前11時 （郵便による入札書の提出を行う者は、書留 

  郵便により、令和８年３月17日午後５時15分までに４⑴の機関に必着するよう 

  行わなければならない。） 

５ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 開札の日時 

   令和８年３月19日 午前11時 

 ⑵ 開札の場所 

   〒930-8570 富山県富山市新総曲輪１番７号 

         富山県警察本部２階 202会議室 

 ⑶ 開札は、原則として入札に参加する者の全員の立会いのもとで行う。ただし、 

  開札に立ち会うことができない者は、開札日の前日までに、その旨を４⑴の機 

  関に届け出るものとする。 

６ 入札保証金に関する事項 
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  免除とする。 

７ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 

  した入札 

  ⑶ その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

８ 入札の方法 

 ⑴ 入札書に記載する金額は、１本あたりの単価により行う。 

 ⑵ 落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額 

  を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 

  額）とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 

  者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 

   100に相当する金額を入札書に記載すること。 

９ 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効 

  な入札を行った入札者を落札者とする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

  札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ 

  ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関 

  係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入 

  札をすることがある。 

 ⑷ 再度の入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限るものとし、再 

  度の入札の回数は原則として１回を超えないものとする。 

10 その他 

 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 
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富山県の物品等調達に係る一般競争入札の実施 

 富山県の物品等調達について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法 

施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の６第１項の規定により公告する。 

  令和８年２月25日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 調達物品等の名称及び予定数量 

   トナーカートリッジ ８６００用  おおむね 140本 

 ⑵ 調達物品等の規格、機能、性能等  

   入札説明書による。 

 ⑶ 契約期間  

   令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

 ⑷ 納入場所  

   入札説明書による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格   

 ⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（令 

  和７年富山県告示第 118号）第１の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

  の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年富 

  山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に等級が 

  Ａ又はＢの者として登載されている者であること。 

   なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、物品等の調達契約に 

  係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（令和７年富山県告示第 

   118号）第４の４に掲げる場所において随時申請を受け付けている。 

３ 入札に参加する者に求められる義務 

 ⑴ 本件入札に参加しようとする者は、入札説明書で定める入札参加申込書及び 

  入札説明書で定める書類（以下「入札参加申込書等」）を⑶に掲げる期限まで 

  に４⑴に掲げる場所に持参又は郵便（提出期限までに必着のこと。）で提出し、 

  入札参加資格の確認を受けなければならない。 
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   なお、提出した入札参加申込書等に関し、契約を担当する職員から説明を求 

  められた場合は、これに応じなければならない。 

 ⑵ 入札参加資格の確認は、入札参加申込書の提出期限の日現在の事実をもって 

  行うものとする。ただし、同日において２の各号に定める入札に参加する者に 

  必要な資格のすべてを満たしている者であっても、開札日時までに必要な資格 

  を満たさなくなった場合は、入札に参加することができないものとする。 

 ⑶ 入札参加申込書等の提出期限 

   令和８年３月10日 午後５時15分 

４ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書及び入札参加申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の 

  交付場所及び問合せ先（この公告に関する事務を担当する室課の名称） 

   〒 930-8570 富山市新総曲輪１番７号 

          富山県警察本部警務部会計課調度係 

          電話 076-441-2211 

 ⑵ 入札説明書の交付方法 

   令和８年２月25日から同年３月５日までの間（日曜日及び土曜日を除く。） 

  の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで、前記⑴の場 

  所において希望者に無料で交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   令和８年３月19日 午前11時30分 （郵便による入札書の提出を行う者は、 

  書留郵便により、令和８年３月17日午後５時15分までに４⑴の機関に必着する 

  よう行わなければならない。） 

５ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 開札の日時 

   令和８年３月19日 午前11時30分 

 ⑵ 開札の場所 

   〒930-8570 富山県富山市新総曲輪１番７号 

         富山県警察本部２階 202会議室 

 ⑶ 開札は、原則として入札に参加する者の全員の立会いのもとで行う。ただし、 
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  開札に立ち会うことができない者は、開札日の前日までに、その旨を４⑴の機 

  関に届け出るものとする。 

６ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

７ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 

  した入札 

  ⑶ その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

８ 入札の方法 

 ⑴ 入札書に記載する金額は、１本あたりの単価により行う。 

 ⑵ 落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額 

  を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 

  額）とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 

  者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 

   100に相当する金額を入札書に記載すること。 

９ 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効 

  な入札を行った入札者を落札者とする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

  札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ 

  ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関 

  係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入 

  札をすることがある。 

 ⑷ 再度の入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限るものとし、再 

  度の入札の回数は原則として１回を超えないものとする。 

10 その他 
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 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 

 

 

富山県警察学校給食調理業務委託に係る一般競争入札の実施 

 富山県警察学校給食調理業務委託について、次のとおり一般競争入札を行うので、 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の６第１項の規定により公告す 

る。 

  令和８年２月25日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 委託業務の名称及び数量 

   富山県警察学校給食調理業務委託契約 一式 

 ⑵ 委託業務の仕様等 

   入札説明書による。 

 ⑶ 委託期間  

   令和８年４月１日から令和11年３月31日まで 

   （地方自治法第 234条の３に基づく長期継続契約） 

   ただし、翌年度以降において、県の歳出予算の当該契約の金額について減額 

  又は削除があった場合、当該契約は解除する。 

 ⑷ 委託業務の実施場所 

   入札説明書による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

 ⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（令 

  和７年富山県告示第 118号）第１の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

  の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年富 

  山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載さ 

  れているものであること。 
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 ⑶ 富山県内に事業所を有する者であること。 

３ 入札に参加する者に求められる義務 

 ⑴ 本件入札に参加しようとする者は、入札説明書に定める提出書類（以下「応 

  札仕様書等」という。）を提出期限までに、４⑴に掲げる入札書の提出場所へ 

  提出しなければならない。 

   なお、提出した応札仕様書等に関し、契約を担当する職員から説明を求めら 

  れた場合は、これに応じなければならない。 

 ⑵ 応札仕様書等の提出期限 

   令和８年３月12日 午後５時15分 

４ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ 

  先（この公告に関する事務を担当する室課の名称） 

   〒930-0916 富山県富山市向新庄町八丁目２番46号 

         富山県警察学校庶務係 

         電話 076-441-2211 

 ⑵ 入札説明書と仕様書の交付方法 

   令和８年２月25日から同年３月４日までの間（日曜日及び土曜日を除く。） 

  の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで、前記⑴の場 

  所において希望者に無料で交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   令和８年３月18日 午前10時 

 ⑷ 入札書の提出方法 

   直接持参又は郵便（郵便による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着と 

  すること。） 

５ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 開札日時 令和８年３月18日 午前10時 

 ⑵ 開札場所 〒930-0916 富山県富山市向新庄町八丁目２番46号 

              富山県警察学校会議室 

 ⑶ 開札は、原則として入札に参加する者の全員の立会いのもとで行う。ただし、 
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  開札に立ち会うことができない者は、開札日の前日までに、その旨を４⑴の機 

  関に届け出るものとする。 

６ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

７ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 

  した入札 

  ⑶ 入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

８ 入札の方法 

 ⑴ 入札書に記載する金額は、受託に要する一切の費用を見積るものとする。 

 ⑵ 落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額 

  を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 

  額）とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 

  者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 110分の 

   100に相当する金額を入札書に記載すること。 

９ 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出し、かつ、３の応札仕様書等の審査の結果この公告及び 

  入札説明書に示した業務を履行できると認めた者であって、予定価格の制限の 

  範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

  札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ 

  ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関 

  係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入 

  札をすることがある。 

10 その他 

 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 
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 ⑵ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 

 

 

富山県総合教育センター情報教育研修システム一式リース調達に係る一般競争入札

の実施について 

 富山県の物品等調達について、次のとおり制限付き一般競争入札を行うので、地 

方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の６第１項の規定により公告する。 

  令和８年２月25日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 調達物品等の名称及び数量 

   富山県総合教育センター情報教育研修システム一式リース調達 一式 

 ⑵ 調達物品等の規格、機能、性能等 

   入札説明書による。 

 ⑶ 借入期間 

   令和８年７月16日から令和13年３月15日まで（56箇月） 

 ⑷ 納入場所 

   入札説明書による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

 ⑴ 地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 富山県内に本店又は営業所等を有する者であること。ただし、営業所等は、 

  当該営業所等の代表者に見積り、契約等に関する一切の権限が委任されている 

  こと。 

 ⑶ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格   

  の審査を受けた者であって、競争参加資格確認申請書の提出期限の日までに富   

  山県会計規則（昭和62年富山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入   

  札参加資格者名簿にＡ等級の者として登載されている者であること。 

３ 入札参加資格の確認 

 ⑴ 本件入札に参加しようとする者は、競争参加資格確認申請書及び入札説明書 
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  で定める書類を４⑵に掲げる期限までに４⑴に掲げる場所に、持参又は郵便 

  （提出期限までに必着のこと。）で提出し、入札参加資格の確認を受けなけれ 

  ばならない。 

 ⑵ 入札参加資格の確認は、競争参加資格確認申請書の提出期限の日現在の事実 

  をもって行うものとする。ただし、同日において２の各号に定める入札に参加 

  する者に必要な資格のすべてを満たしている者であっても、開札日時までに必 

  要な資格を満たさなくなった場合は、入札に参加することができないものとす 

  る。 

 ⑶ 入札参加資格の確認の結果は、競争参加資格確認結果通知書により、令和８ 

  年３月９日(月)までに通知するものとする。この通知において、入札資格の有 

  無が「有」とされた者以外の者は、入札に参加することができない。 

４ 競争参加資格確認申請書及び入札説明書等 

 ⑴ 競争参加資格確認申請書及び入札説明書に定める書類の提出場所及び問い合 

  わせ先 

  （この公告に関する事務を担当する室課の名称） 

   〒930-0866 富山市高田525番地 

         富山県総合教育センター企画調整部総務支援課総務担当 

         電話 076-444-6161（直通） 

 ⑵ 競争参加資格確認申請書及び入札説明書等に定める書類の提出期限 

   公告の日から令和８年３月６日（金）午後５時15分まで 

   ただし、富山県の休日を定める条例（平成元年富山県条例第１号）第１条第   

  １項に規定する県の休日（以下「休日」という。）を除く午前８時30分から午   

  後５時15分まで（正午から午後１時までの時間を除く。）に４⑴の場所に提出   

  すること。 

 ⑶ 入札説明書等の配布 

   令和８年２月25日（水）から、入札説明書等を富山県のホームページ「富山 

  県総合教育センター情報教育研修システム一式リース調達に係る一般競争入札 

  の実施について」で配付する。 

５ 入札・開札の日時、場所 
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 ⑴ 入札・開札日時及び場所 

  ア 日時 令和８年３月16日（月） 午前10時 

  イ 場所 〒930-0866 富山市高田525番地 

             富山県総合教育センター232研修室 

 ⑵ 郵便による入札書の提出を行う者は、郵便書留により、令和８年３月13日 

  （金）午後５時15分までに４⑴の場所に必着するよう行わなければならない。 

６ 入札の方法 

 ⑴ 入札書に記載する金額は、入札しようとする物品等の１箇月分の賃借料の金   

  額とする。 

 ⑵ 落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額 

  を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 

  額）とするので、入札に参加する者は、消費税に係る課税事業者であるか免税 

  事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する 

  金額を入札書に記載すること。 

７ 入札保証金に関する事項 

  入札説明書による。 

８ 契約保証金に関する事項 

  入札説明書による。 

９ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の   

  した入札 

  ⑶ その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

10 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を 

  もって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

 ⑵ 開札は、原則として入札参加者又は、その代理人の全員の立ち会いのもとで   

  行う。郵便による入札書の提出を行った者で、開札に立ち会いできない者は、   
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  開札日の前日までに、契約担当者（富山県総合教育センター企画調整部総務支   

  援課総務担当）に届け出るものとする。開札に立ち会わない入札参加者がある 

  ときは、開札に本件入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。 

 ⑶ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

  札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ 

  ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関 

  係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑷ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、直ちに再度の入 

  札を行う。 

 ⑸ 再度の入札をする場合において、郵便による入札を行った者で５⑴に記載す 

  る日時に、入札の場所で開札の立ち会いをしていない者は、第２回目以降の入 

  札には参加できないものとする。 

 ⑹ 再度の入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限るものとし、再 

  度の開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度の入札を辞退した 

  ものとみなす。再度の入札の回数は、原則として１回を超えないものとする。 

11 その他 

 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 入札書及び入札に係る書類並びに契約書及び契約に係る書類において使用す 

  る言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。 

 ⑶ 入札説明書等に関する質問に対する回答については、その概要を富山県総合 

  教育センターホームページ（下記ＵＲＬ）の「お知らせ」に掲載し、公表する。 

  http://center.tym.ed.jp 

 

 

開発行為の工事完了 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第29条の規定により許可した開発行為に関 

する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定により公告する。 

  令和８年２月25日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
  



  30  令和８年２月 25日    富 山 県 報          第 5486号   

 

 

開発区域又は工区に 
 

含まれる地域の名称 

公 共 施 設 開 発 許 可 を 受 け た 者 

位置･区域 種 類 住    所 氏   名 

射水市本開発字代官免471 
番６及び473番１   

射水市庄川本町26番 
36、 
射水市新開発 435番 
地６ 

打出 翔真、 
打出 世夏 
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